
魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 使 用 取 扱 要 綱  

（ 趣 旨 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 魚 津 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ） が 定 め た イ メ ー

ジ キ ャ ラ ク タ ー の デ ザ イ ン 及 び 名 称 の 使 用 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。   

（ 定 義 ）   

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 「 ゆ る キ ャ ラ 」 と は 、 市 が 定 め た イ メ ー

ジ キ ャ ラ ク タ ー の 基 本 デ ザ イ ン （ 別 図 ） 及 び 市 長 が 別 に 定 め る そ の

展 開 デ ザ イ ン の こ と を い い 、 名 称 は 「 ミ ラ た ん 」 と す る 。  

（ ゆ る キ ャ ラ の 使 用 ）   

第 ３ 条  ゆ る キ ャ ラ を 使 用 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、 あ ら か じ め 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 図 柄 を 変 更 す る こ と な く 使 用 す る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。   

（ １ ）  市 及 び 市 職 員 が そ の 業 務 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

（ ２ ）  学 校 等 の 教 育 機 関 が 教 育 等 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

（ ３ ）  報 道 機 関 が 報 道 及 び 広 報 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

（ ４ ）  そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る と き 。  

 （ 使 用 の 申 請 ）  

第 ４ 条  申 請 者 は 、 魚 津 市 ゆ る キ ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。   

（ 使 用 の 承 認 ）   

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 使 用 を 承 認 す る

も の と す る 。   

（ １ ）  法 令 及 び 公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る と き 。   

（ ２ ）  特 定 の 個 人 、 政 治 、 思 想 若 し く は 宗 教 の 活 動 に 利 用 し 、 又

は そ の お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。   

（ ３ ）  不 当 な 利 益 を 得 る た め に 使 用 す る と 認 め ら れ る と き 。   

（ ４ ）  自 己 の 商 標 、 意 匠 等 と し て 独 占 的 に 使 用 し 、 又 は そ の お そ

れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。   

（ ５ ）  魚 津 市 の 品 位 を 傷 つ け 、 又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る と き 。   

（ ６ ）  第 ８ 条 に 規 定 す る 項 目 に 基 づ き 使 用 せ ず 、 又 は 使 用 し な い

お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。   



（ ７ ）  そ の 他 市 長 が 使 用 に つ い て 不 適 当 で あ る と 認 め る と き 。   

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 承 認 す る と き は 、魚 津 市 ゆ る キ ャ

ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 （ 変 更 ） 承 認 ・ 不 承 認 通 知 書 （ 様 式 第

２ 号 ）  に よ り 通 知 す る も の と す る 。   

３  市 長 は 、 使 用 承 認 に 際 し 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き る 。   

（ 使 用 料 ）   

第 ６ 条  ゆ る キ ャ ラ の 使 用 料 は 、 無 料 と す る 。   

（ 使 用 承 認 期 間 ）   

第 ７ 条  使 用 承 認 期 間 は 、 承 認 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る 日 以 後

の 最 初 の ３ 月 31日 ま で を 限 度 と す る 。 た だ し 、 更 新 は 妨 げ な い も の

と す る 。   

（ 使 用 上 の 遵 守 事 項 ）   

第 ８ 条  使 用 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。   

（ １ ）  使 用 承 認 を 受 け た 目 的 及 び 用 途 に の み 使 用 し 、 市 長 が 指 示

す る 使 用 条 件 に 従 う こ と 。   

（ ２ ）  定 め ら れ た 色 、 形 状 等 を 正 し く 使 用 す る こ と 。   

（ ３ ）  ゆ る キ ャ ラ の イ メ ー ジ を 損 な う 使 用 を し な い こ と 。   

（ ４ ）  使 用 者 は 、 こ の 使 用 承 認 に よ っ て 生 じ る 権 利 及 び 義 務 を 第

三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。   

（ ５ ）  商 標 登 録 出 願 を 行 わ な い こ と 。   

（ ６ ） 商 品 等 は 、完 成 後 、速 や か に 市 長 に 提 出 す る こ と 。た だ し 、

商 品 等 の 提 出 が 困 難 で あ る 場 合 は 、 そ の 形 状 の 分 か る 写 真 の 提 出

を も っ て 、 代 え る こ と が で き る 。   

（ 承 認 内 容 の 変 更 ）   

第 ９ 条  使 用 者 が 、承 認 さ れ た 内 容 に つ い て 変 更 し よ う と す る と き は 、

あ ら か じ め 魚 津 市 ゆ る キ ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 承 認 変 更 申

請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。   

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に 基 づ き 、承 認 す る こ と が 適 当 と 認 め た 場 合 は 、

魚 津 市 ゆ る キ ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 （ 変 更 ） 承 認 ・ 不 承 認

通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。   

３  使 用 者 は 、変 更 申 請 の 承 認 後 に つ い て も 、前 条 の 規 定 を 遵 守 し な け

れ ば な ら な い 。   

（ 使 用 承 認 の 取 消 し ）   

第 10条  市 長 は 、使 用 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き

は 、 使 用 承 認 を 取 り 消 す こ と が で き る 。   



（ １ ）  こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 、 又 は 違 反 す る こ と が 判 明 し た と

き 。   

（ ２ ）  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 使 用 承 認 を 受 け た と き 。   

（ ３ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め た と き 。   

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 取 り 消 し た と き は 、魚 津 市 ゆ る キ

ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 承 認 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ

り 通 知 す る も の と す る 。   

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 取 り 消 さ れ た 者 は 、承 認 取 消 し の 通 知 が

あ っ た 日 以 後 、 当 該 物 件 を 使 用 し て は な ら な い 。   

４  市 長 は 、承 認 を 取 り 消 さ れ た こ と に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 、賠 償

す る 責 任 を 一 切 負 わ な い 。   

（ 責 任 の 制 限 ）   

第 11条  使 用 者 が 、ゆ る キ ャ ラ の 使 用 に よ っ て 第 三 者 に 対 し て 損 害 又 は

損 失 を 与 え た 場 合 で も 、 魚 津 市 は 、 損 害 賠 償 、 損 失 補 償 そ の 他 法 律

上 の 責 任 を 一 切 負 わ な い 。   

附  則  （ 平 成 23年 12月 ６ 日 魚 津 市 告 示 第 107号 ）  

こ の 要 綱 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 30日 魚 津 市 告 示 第 87号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 際 、こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ り 使 用 さ

れ て い る 書 類 は 、こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す

。  



別 図 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

    年   月   日   

 

魚 津 市 長      あ て   

申 請 者  住  所   

（ 所 在 地 ）                

氏  名   

（ 名 称 及 び 代 表 者 名 ）           

 

 

魚 津 市 ゆ る キ ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 申 請 書  

 

下 記 の と お り 、ゆ る キ ャ ラ の デ ザ イ ン を 使 用 し た い の で 申 請 し ま す 。  

な お 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 使 用 取 扱 要 綱 第 ５ 条 各 号 に 該 当

す る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、直 ち に 使 用 を 中 止 す る こ と を 誓 約 し ま す 。 

ま た 第 ８ 条 の 規 定 に つ い て も 、 遵 守 す る こ と を 誓 約 し ま す 。  

記  

使 用 対 象 物 件   

使  用  目  的   

使  用  方  法   

使  用  期  間   年    月    日  ～     年    月   日  

使 用 数 ・ 製 作 数   

連  絡  先  
（ 担 当 者 ）  （ 電 話 番 号 ）  

 ※ 添 付 書 類   

① 企 画 書 、 見 本 等 （ レ イ ア ウ ト 、 ス ケ ッ チ 、 原 稿 等 ）   

② 申 請 者 の 概 要 書   

③ そ の 他 参 考 資 料  

 

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

  年   月   日   

魚 津 市 長      あ て  

 

申 請 者  住  所   

（ 所 在 地 ）               

氏  名   

（ 名 称 及 び 代 表 者 名 ）           

 

魚 津 市 ゆ る キ ャ ラ 「 ミ ラ た ん 」 デ ザ イ ン 使 用 承 認 変 更 申 請 書  

 

年  月  日 付  第  号 で 承 認 を 受 け た 「 ミ ラ た ん 」 の デ ザ イ ン の 使 用 に

つ い て 、 下 記 の と お り 変 更 し た い の で 申 請 し ま す 。   

な お 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 使 用 取 扱 要 綱 第 ５ 条 各 号 に 該 当

す る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、直 ち に 使 用 を 中 止 す る こ と を 誓 約 し ま す 。

ま た 第 ８ 条 の 規 定 に つ い て も 、 遵 守 す る こ と を 誓 約 し ま す 。  

 

記  

承 認 番 号  
 

変 更 内 容  

（ 変 更 後 ）   

 

 

（ 変 更 前 ）  

 

 

変 更 理 由  
 

 

連  絡  先  
（ 担 当 者 ）  （ 電 話 番 号 ）  

 ※ 添 付 書 類   

① 企 画 書 、 見 本 等 （ レ イ ア ウ ト 、 ス ケ ッ チ 、 原 稿 等 ）   

② 申 請 者 の 概 要 書   

③ そ の 他 参 考 資 料  

 

 


